








伊東市介護老人保健施設みはらし空調設備等賃貸借業務
（機器更新及び設置工事含む。）に関する仕様書

















伊東市高齢者福祉課




１　業務名
伊東市介護老人保健施設みはらし空調設備等賃貸借業務（機器更新及び設置工事含む。）
２　目的
伊東市介護老人保健施設みはらしは開設から２０年が経過し、開設当初から使用している空調設備等の老朽化が進んでいることから、入所者の居住環境の向上及び安全で快適な生活環境の確保を図ることを目的として、当該事業を実施するものである。
３　導入場所
静岡県伊東市岡１８７番地　伊東市介護老人保健施設みはらし
４　賃貸借物品
機器（空調機、全熱交換機）及び設置に必要な資材
５　数量及び設置場所
別紙１「伊東市介護老人保健施設みはらし空調機器仕様書」のとおり
６　工事（設置）期間
　　契約成立日から令和８年１２月３１日まで
　　落札業者決定後、発注者との協議により実施工程を決定する。
７　賃貸借期間
⑴　空調機（エアコン本体）
令和９年１月１日から令和２１年１２月３１日まで（１５６か月（１３年間））
⑵　全熱交換機
令和９年１月１日から令和１７年１２月３１日まで（１０８か月（９年間））
※　ともに、賃貸借期間終了後は、発注者へ無償譲渡とする。
８　設置工事仕様
⑴　契約後、速やかに施行計画（工程表、作業体制、安全管理計画等）を発注者へ提出すること。
⑵　設置前に現場調査、回路調査等を十分に行い、作業を実施すること。
また、調査等において仕様書との相違を発見した場合には、速やかに発注者へ報告し、協議すること。
⑶　設置作業に使用する雑材は、全て新品とすること。
⑷　設置作業にあたっての安全管理については、発注者と打ち合わせを行い、受注者の負担で安全確保に必要な措置を講じること。
また、設置作業により生じた施設設備、電気機器等への不具合や事故については、受注者の負担により対処すること。
⑸　設置に伴い通常必要と認められる軽微な工事、補修等については、本契約の作業範囲内として実施すること。
⑹　停電等、施設運営上必要な機能の停止する場合は、事前に発注者と日程等を調整し、事故、紛争等を防止すること。
⑺　搬入・搬出経路については、施設管理運営上の支障に留意し、発注者の承諾を得ること。
⑻　作業車、運搬車等の車両の駐停車場所や、資材置場、荷解き場、搬出物の仮置き場等の敷地内における必要な場所の確保については、事前に発注者の承諾を得ること。
⑼　作業日程は、事前に発注者並びに施設管理者と協議の上、決定すること。
⑽　撤去した空調機器等については、関係法令を遵守し、適正に処理すること。
⑾　設置作業完了後、完成図書を発注者が指定する日までに提出すること。
⑿　本仕様書に記載のない事項については、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版/国土交通省大臣官房　官庁営繕部監修により補完すること。
⒀　設置作業に関して本仕様に明記のない事項に疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。
９　事業費
賃貸借費用に以下の費用を含むものとする。
⑴　賃貸借料は、機器更新に必要な現地確認、機器搬入、設置工事、施工監理、維持管
理費用を含めて算出すること。
⑵　賃貸借料については、固定資産税を含めないものとする。
⑶　対象機器については、「動産総合保険・普通約款（地震免責）」に加入することとし、
その費用も賃貸借料に含めること。
⑷　空調設備の設置に必要な工事費等の費用全ては賃貸借料に含めること。
１０　動産総合保険（付保内容）
⑴　対象機器については、動産総合保険（普通約款）に加入するものとする。
⑵　対象機器については、設置工事の開始日から賃貸借期間満了までの間、継続して動
産総合保険に加入するものとする。
⑶　当該保険の補償対象は、火災、落雷、風水害、盗難その他通常想定される事故によ
る損害を含むものとする。
なお、地震、津波及び噴火による損害は補償対象外とする。
⑷　補償金額は、対象機器の再調達価格を基準とすること。
⑸　免責金額は、社会通念上適正な範囲とし、過大な設定とならないこと。
⑹　受注者は、契約締結後、保険証券の写し及び補償内容（約款及び特約を含む。）に関
する書類を提出するものとする。
⑺　当該保険の補償対象とならない不可抗力等による損害については、発注者の負担と
する。
　⑻　動産総合保険については、本業務に係る機器を対象として適切な保険に加入すること。
また、保険内容の概要（保険対象、主な補償内容、免責の有無等）が確認できる資料を提出すること。なお、必要に応じて、提出資料の内容について説明を求めることがある。
１１　保守点検
⑴　保守期間は、賃貸借期間の全期間とする。
なお、メーカー保証期間中であっても、本仕様書に定める保守点検はすべて実施するものとする。
⑵　保守点検は、フロン排出抑制法その他関係法令及び製造メーカーの定める基準に基づき実施するものとし、フィルター清掃、機器の運転状況確認、冷媒系統の確認その他必要な点検を含むものとする。
⑶　保守点検の内容は、次のとおりとする。
ア　日常点検
　　　室内外機簡易点検　４回／年（簡易点検はフロン排出抑制法に基づき実施するも
のとする。）
　イ　清掃
室内機フィルター清掃　２回／年（清掃時に上記の簡易点検を兼ねることができる。）
　ウ　法定点検
　　　フロン排出抑制法に基づく定期点検（該当機器について１回／３年）
　エ　その他点検
　　  製造メーカーが定める基準に基づく定期点検（必要に応じて実施）
⑷　フロン排出抑制法に基づく定期点検（法定点検）については、該当する空調設備を対象に専門業者による点検（１回／３年）を実施し、点検報告書を提出すること。
　⑸　保守点検は、機器の機能維持を目的とした点検及び清掃を対象とし、故障対応、修
繕、部品交換及び更新は含まない。
１２　その他、特記事項
⑴　賃貸借期間は、７のとおりであるが、発注者は、設置が完了した機器について、順次使用することができるものとする。
⑵　施工業者は、工事期間中における火災、落雷、風災、水濡れ、盗難その他偶発的な事故による損害および施設入所者を含む第三者に対する損害賠償責任をカバーする保険に必ず加入し、その加入証明書については、受注者を通じて発注者に提示するものとし、証明書提示前に工事を開始することはできない。　
⑶　業務遂行時において疑義が生じた場合、また、本仕様書に定められない事項であっても、業務に関連するものについては、双方協議の上、業務に支障を来すことのないよう履行するものとする。
以　上

